
私立高等学校生徒等奨学給付金の給付に関する事務処理についての一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

私立高等学校生徒等奨学給付金の給付に関する事務処理について  

最終改正施行 令和６年３月 27日 

 

１ 給付申請及び認定について 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 受給資格の認定等について 

   要綱第２条及び第３条各項に規定する給付対象者

であること等の確認及び第４条に規定する給付額の

認定は下記の書類により行う。 

ア・イ ［略］ 

ウ 要綱第３条第２項に規定する給付対象者であること

を確認する書類 

① ［略］ 

② 保護者等の家計急変前及び家計急変後の収入を証

明する書類（家計急変前の課税証明書の写し等及び

家計急変後の会社作成の給与見込（参考様式－

７）・直近の給与明細・税理士又は公認会計士の作

成した証明書類等） 

③ 保護者等の扶養親族の人数・年齢が確認できる書

類（扶養親族分の健康保険証の写し（被保険者記号

及び番号等がマスキングされているもの。）、扶養

親族の記載が省略されていない課税証明書等） 

④ ［略］ 

エ ［略］ 

オ 要綱第４条第１項の表の区分のうち(４)に該当する

ことを確認する書類 

扶養されている兄弟姉妹の健康保険証等の写し（被

保険者記号及び番号等がマスキングされているも

の。） 

(６) ［略］ 

(７) 扶養されている兄弟姉妹について 

    要綱第４条第１項の表の区分のうち(４)に規定する

扶養されている兄弟姉妹とは、保護者等の収入により

生計を維持されている者をいい、医療保険各法等にお

いて被扶養者として認定されている者等が該当する。 

なお、国民健康保険法適用者等で、健康保険証等の

写しにより扶養関係が確認できない場合にあっては、

扶養の事実の申立書（参考様式－３）等により確認す

私立高等学校生徒等奨学給付金の給付に関する事務処理について  

最終改正施行 令和６年５月 15日 

 

１ 給付申請及び認定について 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 受給資格の認定等について 

   要綱第２条及び第３条各項に規定する給付対象者

であること等の確認及び第４条に規定する給付額の

認定は下記の書類により行う。 

ア・イ ［略］ 

  ウ 要綱第３条第２項に規定する給付対象者であること

を確認する書類 

① ［略］ 

② 保護者等の家計急変前及び家計急変後の収入を証

明する書類（家計急変前の課税証明書等及び家計急

変後の会社作成の給与見込（参考様式－７）・直近

の給与明細・税理士又は公認会計士の作成した証明

書類等） 

 ③ 保護者等の扶養親族の人数・年齢が確認できる書

類（扶養誓約書（参考様式－３）、扶養親族の記載

が省略されていない課税証明書等） 

④ ［略］ 

 

エ ［略］ 

オ 要綱第４条第１項の表の区分のうち(４)に該当する

ことを確認する書類 

扶養誓約書（参考様式－３）等 

 

 

 

(６) ［略］ 

(７) 扶養されている兄弟姉妹について 

    要綱第４条第１項の表の区分のうち(４)に規定する

扶養されている兄弟姉妹とは、保護者等の収入により

生計を維持されている者をいい、医療保険各法等にお

いて被扶養者として認定されている者等が該当する。 

 

 



ることとする。 

 (８) ［略］ 

(９) 災害等に起因する給付額の加算について 

ア 要綱第６条に規定する額を給付する場合は、次の書

類により確認することとする。 

① ［略］ 

② 再度、制服の購入が必要であることがわかる書類

（在学する高等学校等による証明書） 

 

③ ［略］ 

イ・ウ ［略］  

(10) ［略］ 

(11) プライバシーに配慮した提出方法について 

個人情報及び特定個人情報の取扱いに十分留意する

とともに、生徒及び保護者のプライバシーに配慮した

書類の提出方法について、特段の配慮を行うものとす

る。 

 

 (８) ［略］ 

(９) 災害等に起因する給付額の加算について 

ア 要綱第６条に規定する額を給付する場合は、次の書

類により確認することとする。 

① ［略］ 

② 再度、制服の購入が必要であることがわかる書類

（在学する高等学校等による証明書（参考様式－

９）） 

③ ［略］ 

イ・ウ ［略］  

(10) ［略］ 

(11) プライバシーに配慮した提出方法について 

個人情報及び特定個人情報の取扱いに十分留意する

とともに、生徒及び保護者等のプライバシーに配慮し

た書類の提出方法について、特段の配慮を行うものと

する。 

 


